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東海地方における近世曹洞宗本堂の研究(その 4)

尾張@三河@美濃地方の17世紀までの中型本堂について

杉 野 三k

Study on斑ai:nHaHs of Sod吾Ze:nSect 

in Tokai District in Edo Period (Part 4) 

About Middle-scale Main Halls in the 17th Century 

in Owari， Mikawa and Mino Districts. 

Noboru SUGINO 

On this thesis 1 took up eight Main Halls which were built in the 17th century in Owari， 

Mikawa and Mino districts. 
First 1 classified the plan of thes日 MainHalls into two types， after restore them to their 

original state.一一一on己hasunfloored corridor in front of the hall， and other has no such corridor 

And 1 clarified the characteristics of the two types， and the development of these Main Halls 

in the 17th century 

1.はじめに

東海地方の近世曹洞宗本堂について，これまでにこの

地方最古の遺構である寛永10~1l年(1633~1634)の知

多市大祥院本堂，同12年(1635)の高山市素玄寺本堂(注

-1 )を取り上げ，近世曹洞宗本堂の初期の姿を明らか

にし，これを20年程下る明暦元年(1655)の岡崎市龍渓

院本堂(注-2)，さらに寛文11年(1671)の豊川市西明

寺本堂(注-3)を取り上げて，これらの平面形態，意

匠，構造についての特色を示しその発展の方向を探っ

てきた。これらは，いずれも堂内前面に土聞を通し，後

方に広縁， この奥に禅宗方丈の 6室に 2室を加えた 8室

〔西明寺 7室)を構えた前面土問 8室方丈形式の大型本

堂であり，これが当地方の江戸時代初期の遺構の大きな

特徴であった。一方こうした江戸初期から元禄に至る17

世紀末まで、の遺構について眺めると，尾張，三河，美濃

のいずれの地方にも前面土間 8室型の大型本堂の他に，

これら中本寺格寺院の配下にあった末寺が存在した。こ

れらは規模も小さく，その平面形態は，前面に広縁を通

して奥に 6室を構えるものや堂内前面に土問を通して奥

に広縁と 6室を構えるもの等があり，しかもこの広縁と

奥の 6室から成る本堂の形態は，後世地方の末寺の主流

を成すものである。

そこで本稿では，この地方の17世紀末までの末寺 8棟

について，前者を 6室方丈形式，後者を前面土問 6室方

丈形式と 2つに類別し，これらを復原した上で，その発

展の様相を採ることとした(表十 1)。まず正保 4年

(1647)の円成寺本堂は， 6室方丈型本堂の最古の遺構

であり，この形式の初期の姿を明らかにし，次に寛文 9

年(1669)の普済寺，寛文12年(1672)の常光寺，延室

4年(1676)の長国寺の 3棟の遺構は，寛文から延宝と

建立年代も近く，平面形態が類似することから，これら

を同一に論じて各々の共通性と堂内各部の変化について

述べ，さらに元禄 5年(1692)の妙劉寺については，内

陣に特殊な扱いをみせることから，これまでに取り上げ

た類例である豊川市西明寺(寛文11・1671) と比較して

その特色を述べ，次に前面土問 6室型本堂については，

寛文 3年(1663)の禅峰寺と元禄 5年(1692)の菩提院

が，いずれも小型て、前面土閣を巾半間程に狭くとる点で

一致し，内陣にはL、ずれも一直線仏壇を設けることから，

2棟を互いに比較して類似性と相異点について述べ，最

後にこの形式の堂としては中型で， 17世紀末の遺構とし

てその聞の発展をよく示した元禄10年(1697)の永住寺

本堂を取り上げ，江戸時代初期から17世紀末までの遺構

全体の発展を総括した。

2. 6室方丈形式の遺構

近世曹洞宗本堂の中で 6室方丈形式の本堂としては，
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て 寺院建 物 名 建立年代 車長 拠 桁広行×梁間(実長)
縁の付き方

内陣正面柱間装置
仏壇形式 所在地

円成寺 本 堂 正保 4• 1647 全久院誌
6.5X 5 (間〉 角柱，鴨居・内法長押

前面広縁 一直線仏壇
岐阜市

6 8.5x6.5 

宮z 
普済寺本堂 寛文 9・1669 建立之覚書

角柱，虹梁 3

前面広縁 来迎柱，後円形式
東海市

方

丈 常光寺本堂 寛文12• 1672 棟
札 9 x7.5 角柱，虹梁 1，栂 2

前面。右側広縁 来迎柱，後門形式
濃美町

形

式 8 x6.5 角柱，虹梁 3
長国寺本堂 延宝 4・1674 覚禅代洞代帳

前面広縁 来迎柱，後門形式
恵那市

妙劉寺本堂 元禄 5• 1692 古 百E 録
7.5x 5 丸柱，虹梁1，楯 2，

前面広縁 手先 4本柱
一宮町

6 日Ij 禅憧寺本堂 寛文 3• 1663 棟 キL
7 x 6 角柱，鴨居・内法長押

室
前面広縁 直線仏壇

垂井町

方 面

丈土
菩提院本堂 克禄 5・1692 棟 キL

6.5x6.5 角柱，虹梁 3

前面土問 直線仏培
額田町

形

式間
永住寺本堂 冗禄10・1697 永住寺誌

9)(7.8 丸柱，虹梁 3，出三ッ斗

前面・右側広縁 来迎柱，後門形式
新城市

(表-1 ) 尾張@三河。美濃地方の17世紀までの中型本堂

すでに重要文化財に指定されている寛永 6年(1629)の

徳島県丈六寺本堂(方丈)がある(注~4)。これは，本

堂正側 3方に広縁を廻し， この外を開放とし，内に整形

6室を設けて堂内は邸宅風な扱いで統一され，大間正面

中央には双折桟唐戸が吊られ，内陣には一直線仏壇が設

けられるなど古風な禅宗方丈の姿を留めている。今回こ

こに取り上げ

堂の各部にいくつ泊か、の変化を示していることカか、ら，各々

の遺構を辿ってその移り変りを明らかにしたい。

2 ~ 1 円成寺本堂 岐阜市洞北山

本寺全久院誌(豊橋〕によれば，開山天外交舜和尚が

寛永16年 (1639) 3月に加納の全久院を隠返し，当地に

草庵を営み閑居して，城主松平光重が帰依するに至って

伽藍を建立し，正保 4年(1647)11月28日に開堂したと

云う。現在の本堂は，明治24年の濃美震災に半壊したも

のを修理したと云い，元茅葺であった屋根は切妻の桟瓦

葺に替えられているが，本堂内部は旧規をよく残してい

る。

この本堂は， 6室方丈型本堂としては最古の遺構で，

後世曹洞宗本堂が内陣等に用いる仏堂的意匠は一切用い

ず，住宅的装いが強い。しかも堂全体の扱いをみると，

本堂正面柱聞はすべて戸口として中敷居による窓は造ら

ず，堂内柱間はすべて敷鴨居，内法長押を廻して建具を

入れ，鴨居にはつけひばたを打ち，広縁には鏡天井を張

り，内陣に一直線仏壇を設けるなどは，むしろ禅宗の中

でも他方の臨済宗本堂に近いものであり，これが大きな

特色となっている。そこでこれらの各部詳細について，

復原の経緯も含めて眺めてみたい。本堂は桁行 6間半，

梁間 5間，東面建ちの小堂で，堂前面に巾 1聞の広縁，

この奥に前後列奥行 2間半と 1間半，大間間口 3間，上

の間間口 2間，下の間間口 1間半とする 6室をとる(図

~ 1)。堂正面と側背面に濡縁を通し，柱は元すべて商取

角柱。堂正面は，南端を 1間半とする他は略 1間毎に柱

を立て，敷鴨居，内法長押間には板戸 2，障子 1を入れ

る。堂両側は，広縁両委で板戸 2を入れる他は，各柱間

板戸 2，障子 1を入れて，後端半間には真壁を入れる。

また堂正面で‘は，現在柱上に台輸を通して上に大斗・実

肘木を組み，旧せがし、梁を支えるが， これらは後世の屋

cm(尺〉

図-1 円成寺本堂復原平面図
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根替えの際の後補である。堂内は，柱間にすべて敷鴨居 a

内法長押を通して，広縁・内障を板間とする他はすべて

畳敷。各室天井は棒縁とするが，広縁では古風な鏡天井

を張っている。また堂内て、は，大間両側の扱いが異なっ

ており，下の間境では，中央に柱を立てて内法上を小壁

とするのに対し，上の間境では中央に釣束を吊って，主主

欄間 2枚を入れるなど，大間・上の間境では2室を共通

に使うための工夫がなされている。また上・下奥の間で

は，上奥で正面に柱を立て，背面北倶~に浅い床の間を出

し，南を戸口とし，下奥では現在背面下屋の南 1問を床，

北半聞を押入れとしているが，押入れを造る内陣境の柱

には旧床の権痕跡が残り，元は南の床が延びて関口 1間

半の床の間が復原される。内陣正面柱間 3間では，中央

の内法を一段上げて，これら内法上には花狭聞を散らし

た吹寄格子欄聞を入れる。一方現在内陣内部には来迎柱

を立てるがこれは後補であり，内陣両側前より 1問自の

柱には，旧仏壇程の仕口が残り，元はここに地覆，東，

羽目:仮，権からなる一直線仏垣が造られた。

2← 2 

普済寺本主主 愛知県東海市加木屋町西御門23

常光寺本堂 愛知県渥美郡渥美町堀切字除地74

長国寺本堂 岐阜県恵那市大井町1246

普済寺は，文亀元年(1501)大中一介により創立され，

「法憧山普済寺校割帳J(法船可患~山記〕によれば，次

のような建立之覚書があり，現在の本堂は寛文 9年

(1669)の建立であることが分る。

客殴建立ノ、寛文九年酉ノ十月吉辰法船可息代

大工小川村源左ェ門 御影堂建立ハ延宝六年午ノ

八月吉白 法船可息代大工寺本村加兵衛須弥

建立同年法船代洞堂金也大工同人天井井立

戸同年法船代

常光寺は応仁 2年(1468)の創立で，開基藤原資仕，

閉山は華蔵義曇和尚，中興関山は潔堂義俊和尚と云う。

現在当寺には，次のような 2枚の棟札が残され，現本堂

は寛文12年(1672)に第十三世頑直石老和尚によって，

l日寺地(現位置より僅かに海岸寄りと云う。〕に建立され

て，天保 4年(1833)第二十三世耕山説丈和尚の代に現

地に移築されたものであろう。様式的にも首肯出来る。

奉建立嘗寺客殿井大庫裡小庫裡十方諸檀耶以助力

造畢之三州渥美郡堀切村霊松山常光禅寺願主十三

世頑直石老代，大工藤原朝臣尾州智多郡口佐村弥

五右衛門，惟時寛文十二壬子年七月吉祥日

奉易地再建立客殿諸堂各宇，天保四葵巳年願主嘗

山廿三世耕山説丈老和尚，三月上棟日 現住廿四

世禅海宗輔欽誌，大工小塩津鈴木弥之右門藤原延久

長国寺は，往古は天台宗で栄慶僧都の草創と云い，大

永年中兵火に遇い廃絶していた寺をE室長元年(1596)鐙

岩雲恕和尚が禅剰として再輿している。また現在の本堂

は，覚禅代洞代帳によれば，延宝 4年(1676)に起工し

ている。

このようにこれら 3棟の遺構は尾張・三河 a 美濃と地

域が各々異なるものの寛文 9年から延宝 4年までの僅か

5年の聞に建立されており，本堂規模も普済寺，長国寺

が桁行実長 8間，梁間 6間半と一致し(図-2，図 3 )， 

常光寺では前 2者に対して堂右側に広縁，堂後方を 1間

深くとるために桁行実長 9間，梁間 7間半と間口，奥行

共に l間大きくなるが，同時代の 6室方丈形式の中型本

堂として多くの共通点をもっ(図-4)0 3棟いずれも堂

内前面に巾 I聞の広縁を通し，大間間口 3間半，上の間

間口 2間半，下の間間口 2間，さらに前列奥行 3聞とす

る点は一致し，後列奥行は普済寺，長国寺で 2間，常光

寺では3間とする。このように堂平面は堂中心軸に非対

称で上の間側を広くとり，常光寺の側面広縁も向って右

に付く。これらは現在寄棟造桟瓦葺(常光寺本瓦葺〕と

するが，元はし、ずれも茅葺の堂で，正側と背面の一部に

落縁を廻らす南面建ちの堂である。普済寺，常光寺は現

在いずれも正面に 1聞の向拝を持ち，礎盤上に凡帳面取

角柱を立て，虹梁を渡して端木鼻とし柱上に連三ツ斗@

実肘木付きを載せ，中備萎股，斗棋上部より内方に手狭

を伸し，常光寺ではこれに加えて堂正面とを繋虹梁で結

んでいる。しかし，普済寺に用いられた斗棋等の様式は

江戸時代後半のものであり，後世の屋根替えの際に後補

されたものであろう。一方常光寺の向拝に残る絵様等は，

堂内の斗供等の様式に一致し，寛文12年の建立時に設け

られたとみられる。また長国寺で、は当初から向拝を用い

ておらず，この地方の曹洞宗寺院では堂正面に向拝を備

える例は江戸後期以後のものに多く，常光寺では早い時

期の付加と云える。また，柱はいずれも来迎柱を丸柱と

する他は面取角柱とする。

本堂正面は，普済寺では柱間 6間として入口を 2間半，

この東側を l間毎，西側で 2隠半を 2分するように柱を

立て，常光寺では柱間 8問として入口を 2間とする他は

すべて l間毎に柱が立つ。長国寺では柱間 5間，入口を

大間関口に揃えて 3間半とし，この内方両脇各 1間位置

に小柱を立てており，この東側で 2間半を 2分，西側で

I間毎の位置に柱を立てるなど堂正面の柱間の割り付け

は各々異なる。堂入口には 2乃至 3級の木階を付し， 3 

棟共に両引戸を入れ， この他の柱間は異なるもののいず

れも中敷居@鴨居。内法長押，或いは差鴨居を通して板

戸 2，障子 1を入れる窓とし，下を板張り，内法上を小

壁としており，普済寺，常光寺では各柱上に舟肘木を載
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せている。堂両側面は， 3棟共に広縁両妻に板戸 2を入

れ(長国寺広縁西妻を除く)，この他では 1問毎に柱を立

てて敷鴨居，内法長押を通し，現在建具2の戸口とされ

るが，普済寺では両側面ともに鴨居に建具 3本を入れた

溝が残り，元は板戸 2，障子 1を入れており，常光寺で

も元は両側の鴨居に3本溝が残り，普済寺同様の建具 3

が入ったが，東側面前より 5間目と下奥の間西側面手前

2聞の各柱相対面に中敷居の痕跡を残しており，元はこ

こを窓としていたことが分かる。一方長屋寺では，下の

問西側面 3間の各柱間には中敷居の取付痕跡が残り，元

は板戸 2，障子 1の窓、とし，上の聞東側面前端柱聞は真

壁としている。この他に，広縁西妻と下奥の間西側面前

端柱間，さらに上の関東側面の後ろ 2間と上奥の関東側

前端の 1問には，片壁を付した間渡しの痕跡と敷鴨居に

は間柱を立てた跡と建具の 2本溝が残り，元は片壁と内

方に板戸。障子各 lを入れており，このような戸締りは，

寺院の本堂としては珍しい。

大間正面は，中央聞を普済寺では内法上部に楯を通し

て下を開放とし，常光寺では内法上部の楯に藁座と方立

を立てた痕跡が残り，元はここに双折桟唐戸を吊ってお

り，一方長国寺では，内法上の楯に建具の 2本溝を残し，

元はここに背の高い障子 4枚を入れていた。この上うに

禅宗方丈の室中正面に相等するこの大間正面中央の柱間

装置は，双折桟唐戸を吊るのが古式といえようが， この

17世紀中頃には後世多くの遺構にみられるような開放化

が行なわれたもの，或いは単に間仕切るもの，さらに双

折桟唐戸を持つものとが混在していたことが分かる。こ

の荷脇柱間ではいずれも障子 2を入れ，上。下の間正面

でもいずれも中央に柱を立て，各柱間に障子引違いを入

れている。また大間両側面についても 3棟が各々異なっ

た扱いをみせている。普済寺では，内法上 2分点に釣束

を入れ， ここに大柄な花狭間の欄間 2を入れ，常光寺で

は中央に柱を立てて襖により間仕切りし，内法上部に竹

の節欄間を入れて柱上に飛貫を通し，上部には大間@上@

下の間 3室共通の樟縁天井を張り，蟻壁長押を一巡させ

ている。また長国寺では，内法上 3分点に釣束を入れて

3枚のたすき掛け欄聞を入れ，天井から小壁を下げる。

上@下奥の間正面は，常光寺では共に中央に柱を立てて

下に襖各 2枚を入れるのに対し，普済寺，長国寺では上

奥の間の中央に柱を立て，下奥の間ではこれを釣束に変

えて，襖 2乃至 4を入れている。また普済寺では，現在

上。下奥の間正面に大間両側面と同様の欄間を入れてい

るが，後補の可能性が強い。このように各室境に立つ柱

の有無は，柱を密に立てる方が構造的にも有利であろう

が，前後の 2室或いは左右2室を共通に用いる際には不

都合であったはずで，これらが後世こうした使い方の面

(又)

図-2 普済寺本堂復原平面図

"ミ〉

思-3 常光寺本堂復原平面図

図-4 長国寺本堂復原平面図
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写真一 1 常光寺本堂・内陣須弥壇

での要求から，室境中央の柱を消失させる傾向をもち，

この点からすればこれら 3棟についても室境の中央にす

べて柱を残す常光寺は古風で，大間両側と上・下奥の間

正面の柱を抜いた普済寺，長国寺では一歩進展している

と云える。上@下奥の間は，普済寺では現在背面に巾 1

間半の下屋を出すが，元は上奥で板戸 2，障子 lの戸口，

下奥の間背面では窓の中敷居痕跡を残す。常光寺では，

元上奥の間背面の西寄りに書院を出し，この東寄り l間

には板戸 2，障子 lを入れた。一方長国寺では，上・下

奥の聞の外側面後端 1聞の柱間相対面には床権の痕跡が

残り， ここに床の間が復原され，上奥の間背面に残る間

口2聞の床も当初のものである。また現在下奥の間背面

に残る間口 2間の仏壇は後補の可能性もあるが，このよ

うに上・下奥の間の側背面に床或いは仏壇等の付く例は，

この時代の遺構としては稀である。

内陣は， 3棟いずれも来迎柱を立てて後門形式を取る

点で一致するが，内部意匠にはいくつかの違いをみせて

いる。普済寺では，現在内陣正面に 2本の丸柱を立て，

中央で内法を一段高くし，両端に差肘木を備えた虹梁を

渡し， この両脇内法にも虹梁を渡している。さらに内法

上には，大間両側同様の花狭間欄間を入れるが，内陣正

面中央 2本の丸柱上部の天井廻縁には，旧角柱の取り付

き痕跡が残り，元はこの角柱に現虹梁が渡されていたよ

うである。来迎柱は，内陣奥行が 2間と浅いために堂背

面柱列に立ち，前に唐様須弥壇を置き，柱上には頭貫端

木鼻，台輸を通して上に出三ツ斗，拳鼻付を載せ，支輸

を備えている。常光寺では，内陣正面に 2本の角柱を立

て，普済寺同様に虹梁(渦，若葉，欠眉付〕を中央で一

段高く渡し，各虹梁上には彫刻欄聞を入れるが，これら

の欄聞は後補である。来迎柱はここでは内陣中央に立

写真一 2 常光寺本堂・来迎柱上部木鼻

ち，前に唐様須弥壇，柱上に頭貫端木鼻，台輪端花頭形

を通し， (写真 1・2)内陣背面の左右に土地壇，祖師

壇を記り，この間を閉山堂への通路としている。また長

国寺でも，常光寺同様に内陣正面には 2本の角柱を立て，

これらの間に虹梁 3を渡し，内陣正面より 1間半後方に

来迎柱を立て，前に唐様須弥壇，柱上に頭貫，台輸を通

すが， この頭貫，台輸は，この両協の角柱にまで延ばさ

れる。来迎柱上部には，出組斗棋・拳鼻・実肘木付を載

せ，背面両脇にはやはり土地壇，祖師壇を設けている。

また内陣の来迎柱に限られた斗棋等の仏堂的意匠は，後

世次第に内陣周囲にも及ぶのであるが， この長国寺では

来迎柱上部の頭貫・台輸が，両脇の角柱にまで延ばされ

た点は，こうした傾向の初期的な変化とみることができ

る。

2-3 妙劉寺本堂 愛知県宝飯郡一宮町大字東上字

滝の入 8

当寺は，この土地の豪族彦坂九兵衛定次が夫人の菩提

を祈るために慶長 6年(1601)に創立したもので， I定光

院殿主義心妙劉大姉慶長六丑七月 嘗寺開基彦坂九兵

衛妻」と「陽康院殿治山宗悦居士慶長十七子四月 賞

寺開基 彦坂九兵衛」とする位牌が残る。その後延宝3

年(1675)に寺地を現地に移したが火災に遇い，元禄 5

年(1692)に後の関山符警侍虎和尚(宝永元年 .1704示

寂〕によって現本堂が再建されたと云い，様式的にも首

肯出来る。本堂は桁行 5間(実長 7間半)，梁間 5間(実

長 6間弱)，寄棟造桟瓦葺(元茅葺)，軒一軒疎垂木，南

面建ちの小堂で後方には開山堂を設けている(図-5)。

堂内は， 6室方丈型本堂として型のごとく前面に巾 1間

強の広縁，この奥に整形 6室を構え，前後列奥行は 2間

半.2問，大間間口 3間(実長 3間半)，上@下の間間口

各 2聞とし，堂両側と背面の一部には落縁を廻らしてい

る。この堂の大きな特色は，来迎柱が堂背面柱列に立つ

ために，内陣を後方の下屋に拡張した点とこの来迎柱が

内陣正面の 2本の丸柱と柱上の貫によって結ばれ， 4本

柱を組んだ点である。このような例は，これまでに寛文
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11年(1671)の豊川市西明寺でみられたが，ここでは斗

棋がさらに一層華やかになっている。

そこで、本堂全体について挑めると，堂正面は柱間 5間

として中央実長2間には敷居・虹梁を渡して入口とされ，

3級木階が付く。この他では中敷居を入れて建具 3枚の

窓をつくり内法上小壁に飛寅をみせる。堂両側では各柱

聞に敷居・差鴨居を入れて，元は板戸 2・障子 1を入れ

た。堂内は，大間正面中央で差鴨居を通して障子 4を入

れ， この他各室正面にも障子 2が入り，大間両側では内

法上中央にに釣束を吊り，内法上小壁には横長の関口を

造っているが後補である。上・下奥の間正面でも釣束を

入れて襖 4枚引きとする。また現在上 a 下奥の間背面に

付く床 e 仏壇等は後補で，元は各柱間に板戸 2・障子 1

を入れていた。内陣正面中央には 2本の丸柱を立て，中

央に虹梁を渡し，柱上に頭貫ー台輸を通して， この頭貫，

台輸は後方の来迎柱にまで延され 4本柱を組み，内陣正

面にはこ手先斗供，詰組が置かれ， ここに大きな見せ場

を造っている(写真 3)。また来迎柱上の台輪上には，斗

棋が載らず，来迎柱上で丸柱を継ぎ，これに手狭状の部

材を 3方から挿して天井廻縁を支えており， これで斗棋

の代りとしたのであろうが， このような仕事は他に例を

みない。一方この 4本柱を組む例は，この地方では西明

寺にみられたが，後世駿遠地方でも数棟認められている。

3.前面土問 6室方丈形式の遺構

これまでに堂内の前面に土間をもっ本堂は，江戸時代

初期の遺構で， しかも地方の本寺格の寺院で前面土間 8

室型のものであった。これらの中には山門，禅堂，衆寮

等を備え， これを回廊て、結んで伽藍を整えるものもあり

(注-2)， こうした寺院の堂内土問は，庫裡から禅堂，

衆寮に渡る回廊の役割を成していた。しかしここに取り

上げた 3棟の遺構は，前述の 6室方丈型本堂の前方に土

問を通した前面土間 6室型本堂であり，この内禅隆寺，

菩提院両本堂は，いずれも前面土聞を半間強と狭くとる

点で共通し，これらの寺院は当初から本堂と庫裡のみ備

えた 村落の檀家寺にすぎないものである。また残る永

住寺本堂は，堂規模は中型ながらも庫裡，禅堂，衆寮等

を有し，堂内の巾 1聞の土聞は， これら各堂との通路と

されている。そこでこれら 2つの相異なる前面土問 6室

型本堂について各々の特色を眺めてみたい。

3-1 

禅櫨寺本堂 岐阜県不破郡垂井町岩手

菩提院本堂 愛知県額田郡額田町大字雨山宮入39

禅申童寺は，明応 3年(1496)岩手の領主弾正宏、典の請

により，盛巷正碩和尚によって閉山され，その後岩手氏

が竹中氏に滅ぼされるまでその菩提寺であった。その後

杉野 丞

向山堂

川町2
 
(R_25J I (疋)

図-5 妙劉寺本堂復原平面図

写真 3 妙劉寺本堂。内陣正面見返り

天正15年(1587)に竹中重治の子重門が父の菩提を弔う

ために重治を開基として新たに再建したものである。当

寺には，現在次のような 2枚の棟札が残り，現在の本堂

は寛文 3年(1663)に建立され，享保12年(1727)に修

理されたものであることが分かる。

干時 寛文三年葵卯三月吉田，普門仏|禅鐘禅寺住

持比立天桂嬰誌之，奉行伊藤源左衛門 末木安太

夫牧野新衛門一

普門山禅憧寺現住光澄代 当寺大檀那治口代加修

覆記之奉行職高木尉右衛門政重高崎新助口

口，大工江州坂田郡能登瀬村古野休右衛門藤

原政次，享保十二年未歳三月吉祥日

菩提院は，慶長12年(1607)雨山城主小笠原伊予守長

隆を開基として創立され，元禄初年に火災に遇ったと云

う。現在の本堂は，次のような棟札と須弥壇内部の墨書

が残り，元禄 5年(1692)の再建であることが分かる。

また須弥壇も建立当初のものである。

国覚山菩提院上梁 恭願皇園大統来見仁恵於率上

賞，帝詐線延布徳化於普口下口 次黄口{弗日興祖
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日常耀棟梁剛竪 寺門共檀口永翁松口盛茂口住持

比丘選寮重建，首村大小檀那口舎浄財資功，大工

首村片瀬健左衛門尉 大工大木村林弥吉郎藤原朝

臣政成 元禄五龍次壬申秋八月十一日萱令辰前住

永平后住源現住妙厳統道仙記

維時元禄四辛未年十二月吉祥日

三州額田郡雨山村園覚山菩提院住持選寮建立之者

也

禅申童寺本堂は，桁行実長 7間，梁間 6間，寄棟造桟瓦

葺(元茅葺)，南面建ちの堂である(図 6 )。堂内は前

面に半間強の土聞を通し，奥に巾 1間の広縁，この後方

に6室を設けるが，各室奥行は前列 3間，後列 1間半と

奥行に大きな違いがある。大間間口 3間，上 e 下の間関

口2間とし，内障と下奥の間背面には当初半間の下屋を

出し，堂両側と上奥の悶背面には落縁を付していた。

一方菩提院本堂は，桁行実長 6間半，梁間 6問弱，寄

棟造茅葺，南面建ちの堂でF 堂内前面に半聞の土間，こ

の奥に巾 1間強の広縁を通しその後方に 6室を設けて，

前後列奥行は2間半。 I間半とし，大間関口 2間半，上・

下の間間口各 2聞としており， この堂の背面に付く半間

の下屋も当初のものである〔図ー 7)。このようにこの本

堂は，禅瞳寺に比して一回り小型の堂である。またこれ

ら2i棟の柱は，後補された来迎柱〔綜付丸柱〕を除きす

べて面取角柱で舟肘木は用いず，床は広縁，内陣を板敷

とするほかはすべて畳敷であり，各室天井をすべて樟縁

とする等の点は共通する。

本堂正面は，禅瞳寺で柱間 5間とし，中央に敷鴨居を

通し両引戸を入れて入口としこの他の柱間では中敷

居，差鴨居を通して板戸 2，障子 lを入れる窓とし，下

を下見板張り，内法上小壁には飛貫をみせ，軒は一軒疎

垂木。主た現在正面中央に庇を下して向拝を造るが，こ

れは後補である。堂両側面では，柱聞に敷鴨居，内法長

押を通し，土関西妻で片聞き戸を入れ，東妻は真壁とさ

れる。この他広縁両妻で板戸各 2 (東妻では内 I枚を絞

め殺し〉を入れ，上の間東側柱間 3聞には障子各 2を入

れて外に雨戸を引き，上奥の間東側柱問手前 1聞とこの

聞の背面柱間 2間には板戸 2，障子 1を入れ，東側面後

端半間は真壁とされる。また現在堂西側面では，巾半聞

の廊下を通して， この外で戸締りするが，下 e 下奥の間

西側面各柱の外面に風蝕が残り，これら柱聞の鴨居には

3本溝が通ることから，元は廊下は無く，下の間西で柱

間 3聞に板戸 2，障子 1を入れ，下奥の関西 1間半には

板戸 4，障子 2を入れていたことが分かる。一方菩提院

では，堂正面柱間 7間として中央の内法を高くして虹梁

形差鴨居を通し，現在柱関内方に脇羽目を付し，内側に

図-6 禅櫨寺本堂復原平面図

図-7 菩提院本堂復原平面図

写真一 4 菩提院本堂・土問・広縁
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両引戸を入れるが，差鴨居に 3本溝が残り，元は柱間 1

間半に板戸 4. 腰高障子 2を入れたであろう。差鴨居上

2分点には当初から笈形付大瓶束を置いている。この他

の柱聞では，中敷居・腰長押，内法に鴨居@長押を通し

て板戸 2. 障子 1 (現在建具 2枚)の窓とし，下を縦板

張り，内法上小壁には飛貫を見ぜ，軒一軒疎垂木とする。

このように曹洞宗本堂の正面の柱間装置は，入口で内法

を高くし，差し物を渡して引戸を入れ，この他を窓とす

る例が一般的である。また堂両側では，土問調妻で現在

板壁とするが，元は関口とした可能性もある。この他で

は柱聞に敷鴨居，内法長持を通して，広縁両妻で板戸 2.

上・下の間前外側面の柱間各 2問と上・下奥の間両外側

の手前 1聞には板戸 2. 障子 1を入れ，この後方は真壁

とされる。

次に土間@広縁は，いずれも土聞を狭くとる点で共通

したが，この上部の扱いには大きな違いをみせている。

禅櫨寺では，土間@広縁境につくる装置は切無く，

律の樟縁天井を張るのに対して，菩提院では，土問。広

縁境の大関両側面柱筋に他より太い角柱を立て，これら

境上部に渡る大桁を支えるが，この大桁両端は更に広縁

両妻より半間強内方で梁行に渡る繋梁上部で支えられて

いる。さらに大桁両端上から隅木が伸され，土問上部の

化粧屋根裏は側面に鈎形に延長されて，この内方には樟

縁天井が張られる。(写真4)このような例は，これま

で、に前面土問 8室型本堂にみられたが，このような中型

寺院にあっては. 17世紀後半には土間・広縁に樟縁天井

を張るものとが混在していたことになる。

堂内の室部分は，禅櫨寺では内俸と大間正面中央で内

法を一段上げ，各柱間すべて敷鴨居，内法長押を通して

建具を入れるが，内陣正面の 3聞は当初から開放として

いる。前列の各室正面では，大間正面で中央 1間強，両

脇各 1間弱の 3間に分け，上の間正面では内法上中央に

釣束を入れるが，下の間正面では柱が残る。これら内法

上小壁には飾貫 2本をみせる。大間両側では，下の間境

で元中央に柱が立ち，上の間境で釣束として，内法上は

いずれも小壁としている。また上奥の隠て‘は，正面中央

に柱を立て，この間の背面で東に床，商に押入れを造る

が，いずれも後補で，これらを除いた各柱外函には風蝕

が残ることから，元は戸口とされたことが分かる。下奥

の問では，正面中央に釣束を入れ，背面には現在西に床，

東に棚と背面に通ずる片開き戸を設けるが，これら棚，

通路部分は後補で，元は関口 1伺の棚であったようであ

る。 方菩提院では，大間正箇中央と内陣正面を除き，

室境には敷鴨居，内法長押を通して，前列各室では大間

正面で中央を広く柱間 3聞とし，中央には内法上部に差

鴨居を渡し，上・下の間正面では中央に柱を立てて各々

建具 2を入れ，内法上小壁にはやはり飾貫をみせる。大

間両側面では，いずれも釣束を入れ，この両脇を現在開

放としているが，元は欄聞を入れたであろう。この上部

には蟻壁長押が一巡するが， これは上・下の各問にも用

いられている。上奥の間では，正面中央に柱を立てて襖

各 2を入れ，背面では当初から半聞の下屋を出しており，

柱間 2間に現在片壁と片引戸を付けるが，いずれも後補

で，元は建具 2枚を入れていた。またこの室正背面中央

の各柱潤には大梁が渡され，上につし天井を張るが， こ

のような例は前面士間 8室型本堂の次奥の間にみられた

が. 6室型本堂としては珍しい。下奥の間では，正面中

央にも元は柱が立ったようて¥内法長押に旧柱を挟んだ

切り込みが残る。この室背面には現在半間の下屋を利用

して仏壇を造っているが，これらは部材も新しく後補で，

この正面西端の柱には床桓の痕跡が残るが，東端柱には

床涯は取り付かない。このため元は下奥背面の西に l間

の床，東には押入れ等を設けたと考えられる。

内障は，禅櫨寺では大間正面同様に正面柱問 3間とし，

いずれも無目鴨居を通して，下を開放とし，内法上部に

は古風な笈欄間を入れている。内陣内部は，現在改造が

多く両側面の手前 1間に襖 2枚を入れ， この奥半聞を真

壁とし，内陣正面より 1間半後方には来迎柱を立てて，

この奥に 1間の下屋を付して開山堂への通路をとってい

る。来迎柱上部では，この間と両脇の角柱との照 3間に

虹梁を渡し，両脇の聞の内法高には楯を通している。さ

らにこれら各柱上には出組斗棋(実肘木，拳鼻付)を載

せ，中備詰組，その両隣りは問斗束と意匠に凝り，来迎

柱前には唐様須弥壇を置くなど後世多くの寺院でみられ

る仏堂的意匠に変えられているが，これらはすべて後補

で，来迎柱両協の角柱には仏壇権と板決りの痕跡が残り，

この外面には風蝕はなく，この半間手前の各柱相対面に

も仏壇振の取付痕跡が残ることから，元はここに奥行 1

聞の一直線仏壇が復原され，この仏壇は半間後ろで前後

に2分するように区切られていた。また菩提院本堂で、は，

内陣正面柱問 3聞には中央を高く虹梁が渡され(中央の

虹梁のみ渦，若葉，欠眉付).下を開放とし，内法上には

いずれも板欄聞が入る。内陣河側面では，手前 l間に現

在板戸 2枚を入れるが，元は片壁に片引き戸を入れてお

り， この後方柱聞は真壁とされる。現在内陣正面柱列 1

間半後方に来迎柱を立て，柱上に頭貫，台輸を通して端

に木鼻，花頭形を出し，上に出三ツ斗斗棋・実肘木付き

を載せ，内陣背面はさらに半間拡張されて，背面両脇に

脇仏壇を置くが，ここでは内陣両側の前より 1間目の柱

相対面には，床を上段とした権の取付き痕跡が残り，現

在来迎柱の裏にはこれに接して旧角柱が立ち，この両協

の角柱には相対面に仏壇権痕跡が残ることから，元は内
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陣前方の巾 I聞を板間，その後方巾半間を上段の板敷と

して， この奥に一直線仏壇を構えていたことが分かる。

3-2 永住寺愛知県新城市字裏野 3

当寺は，大谷城主菅沼定康が，永正10年(1513)12月

弟の鵬雲文翼和尚を請じて平井郷に創建して，元亀 4年

(1573)野田の戦いで兵火に遇っているが，天正 2年

(1574)作手亀山城主奥平貞能によって再建されている。

その後慶長12年(1607)水野分長の入部以来同氏の信仰

を受け，さらに続いて菅沼氏の外護を受けている。現在

の本堂は，太田白雪(1661~ 1735)著「新城聞書」によ

れば「元禄十了丑歳 本光和尚 本堂並ニ大庫裡小庫裡

建立」とあり，昭和53年の本堂修理の際には，内陣東北

隅の柱上部から「当国宝飯郡牛久保住棟梁大工 岡田

善三郎 元禄十年了丑」との墨書が発見されたと云い，

この本堂は元禄10年(1697)の再建であることが分かる

(注 5 )。この本堂は，前面土間 6室型をとるが，前 2

者とは異なって規模も大きく，土聞を 1間強と広く取り，

土問・広縁の境には，すでに入側柱は無く，土間ー広縁

全体に樟縁天井を張り，土間部分の発展としては開放化

を終えた最後の段階を示している。(写真 5)さらにこ

れまで跳めてきた17世紀末までの 7棟の遺構の中にあっ

ても，堂内には略角柱を用いて敷鴨居，内法長押を廻ら

|z岬 I，州 I ，.，，' 1，闘 I，.，"̂ I ，.~ I 

図-8 永住寺本堂復原平面図

すが，大間，内陣には格天井を張り，内陣正面と来迎柱

には丸柱@斗供を用いるなど，堂全体には住宅的な装い

を保ちながらも内陣を中心に仏堂化が行なわれて，近世

曹洞宗本堂のこの時代の特色をよく示している(図-

8 )。

本堂は桁行実長 9間，梁間 8問弱，入母屋造桟瓦葺，

軒二軒半繁垂木，南面建ちの堂である。妻は虹梁，大瓶

束笈形付。現在本堂西側に付く巾 1間半の下屋と堂内の

土問に張られた床板は後補て¥ この他はよく保存されて

いる。この堂では，正面のほか堂東側にも巾 1間の広縁

を通し，大関間口 3間半，上の間関口 2間半，下の間間

口2問，前後列各室奥行を 3間.2間半とする。このよ

うに嘗洞宗本堂では，上の問側を広く取る場合が多く，

さらに上・上奥の間に広縁を通した例は濃美町の常光寺

にもみられた。本堂正箇では，入口で‘内法を上げて楯を

通し，この他では中敷居を通して窓を造っている。この

ような堂正面の柱間装置は，堂内に通る土間の有無に拘

らず，入口では内法を上げ，他を窓とする点で共通し，

曹洞宗本堂の扱いとして一般的である。堂両側では，広

縁妻に板戸各 2，この他では板戸 2，障子 lの戸口とす

る。

堂内は，大関正面中央で楯を渡すが障子 4枚を引き，

大関両側でも内法上 3分点に釣束を入れて主主欄間 3をは

めるなど，大間正側では，比較的古風で開放化，仏堂化

といった変化は無い。また室境の柱配置については，大

間両側と上@下奥の間正面で釣束を用いるが，上・下の

間正面には柱が残っている。上・下奥の間の側背面には

床@欄等は一切設けず，いずれも板戸 2，障子 1の戸口

とする。内陣正面は，寛文から延宝までの遺構であった

普済寺，常光寺，長国寺ではここに角柱を立て，中央に

虹梁を渡したのみで¥柱上には斗秩も用いなかったのに

対し，ここでは丸柱を立てて，虹梁も 3闘に渡し，柱上

に頭貫，台輸を通して上部に出三ツ斗・拳鼻付を載せる

など， 17世紀末には内陣を中心とした仏堂化の進展がは

っきりと認められる。さらに前述の 3棟もすでに17世紀

中頃に来迎柱を立て，前に須弥壇を置き，柱上に斗棋を

組んだが，ここでも柱上に頭貫(端木鼻)，台輪(端花頭

形〕を通し，上部に出組斗棋実肘木。拳鼻付を置いてお

り，内陣の背面には後方の関山堂への後門とその両協に

土地壇，祖師壇を備えている。

4.結び

このように，江戸時代初期から17世紀末までのこの地

方の末寺の遺構を眺めるといずれも小規模な堂で，古式

な禅宗方丈では開放とされた正面広縁を堂内に取り込ん

だ 6室方丈形式のものと，この形式の堂の前面に土問を
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取り込んだ前面土問 6室方丈形式のものの 2つの形態が

存在することが分かる。

さらにこれらの本堂の発展をみると， 17世紀前半に

は円成寺〔正保 4・1647)にみられたように中世来の禅

宗方丈にみる邸宅的装いの強L、ものが残されるが， 17世

紀中頃の中型本堂の中には，普済寺(寛文 9.1669)，常

光寺(同1201672)，長国寺(延宝 401674)のように内

陣に来迎柱を立てるものも現われ，後門形式をとって内

陣後方の開山堂に通じ，内陣背面には両協仏壇を備えて

いる。また内陣正面で、は寛文年間(普済寺)頃から柱聞

に虹梁が渡され，元禄年間に入るとここに丸柱を用いる

ものも現われ，元禄10年(1697)の永住寺では頭貫@台

輸を通して出三ツ斗斗棋を載せ，さらに元禄 5年(1692)

の妙劉寺では， この丸柱と来迎柱を結んで 4本柱を組ん

でいる。このようにいずれの形態の本堂も，寛文を過ぎ

る頃には，内陣に限って仏堂的な意医を取り入れている

ことが分かる。しかし，一方では寛文 3年(1663)の禅

櫨寺，元禄 5年(1692)の菩提院等の小型の堂では未だ

一直線仏壇を用いるなど，その進展は一律ではない。ま

たこれらの本堂の構造的な発展は堂内の各室境の柱配置

にみることが出来る。元来こうした住宅的建物では，柱

を1間毎に立て，室境にあっても柱を密に立てることが

構造的に合理的であった。しかし，これまでの遺構を眺

めると，寛文12年(1672)の常光寺では堂正側面でi格1

間毎に柱を立て，堂内の各室境中央にもすべて柱を立て

ており，最も古風であったものが，まず大関，上の間境

の柱を主主き(円成寺)，次に大間両側の柱が消失し(菩提

院)，さらに下奥の間正面の柱も釣束とされL(普済寺，長

国寺)，上奥の間正面の柱も抜かれる(妙劉寺，永住寺，

元禄10.1697)など，次第に室境では柱が消失している。

しかし寛文 3年の禅懐寺では，大間@下の問境の柱を残

して上の間正面。下奥の間正面の柱を抜くなど，その発

展の順序は一様ではない。また土聞をもっ堂では，前面

土間 8室型本堂にみられたように，土問@広縁境に入側

柱を立てて，上部の大桁を支え，入側隅柱からは隅木を

伸して，士聞に化粧屋根裏，広縁に梓縁天井を張るもの

が古式であった。しかしこうした入側部分の扱いにも変

化が現われ，菩提院ではこうした移り変りの第一歩を示

し，入側の隅柱を除いてこの柱の代りに大梁を用いて，

大桁両端を支えていた。こうした梁の代用はこの他の入

側柱にも行なわれ，次第に柱は消失し，土問上部の化粧

屋根裏も梓縁天井とされ，元禄10年の永住寺では土間@

広縁にJ悼縁天井を張り， この発展の最終的な段階を示し

た。このように 6室方丈型，前面土問 6室型の各本堂共

に17世紀中頃には内陣に来迎柱が現われて，内陣正面に

もこの仏堂的意匠が現われL，前面に土問をもっ本堂では，

土問・広縁の 2つの空間が一体化さわしていったことが分

かる。しかし，ここでもみられたようにこうした発展は

単純にまた 様に進むのではなし本堂の規模，格式p

地域差等の様々な要因の違いによって複雑に進展してい

る。

(注ー 1) 拙稿「東海地方における近世曹洞宗本堂の研

究(その 3)J大祥院本堂素玄寺本堂愛知

工業大学研究報告 No.17，1982 

(注 2) 拙稿「東海地方における近世曹洞宗本堂の研

究〔その 1)J龍渓院本堂 愛知工業大学研究

報告 No.15，1980 

( 1注-3) 拙稿「東海地方における近世曹洞宗本堂の研

究(その 2)J西明寺本堂 愛知工業大学研究

報告 No.15，1980 

(注-4) 丈六寺重要文化財修理委員会「重要文化財丈

六寺。三門・観音堂・本堂 修理工事報告書J

p.12~p.15， 1959. 3. 

(注 5) 山碕良平「延命山永住寺史Jp.89~p.llO ， 

1978. 11. 12 
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